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○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
二
十
四
号 

 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
外

国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
為
替
令
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る

特
定
資
本
取
引
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
九
十
三
号
）
及
び
外
国
為
替
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
特
定
資
本
取
引
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 

令
和
四
年
五
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

萩
生
田
光
一 

 
 

外
国
為
替
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第

二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
特
定
資
本
取
引
及
び
外
国
為
替
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経

済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
特
定
資
本
取

引
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

（
外
国
為
替
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
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十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
特
定
資
本
取
引
の
一
部
を
改
正
す
る
件
） 

第
一
条 

外
国
為
替
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第

二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
特
定
資
本
取
引
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
九
十
三
号
）
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

一 

居
住
者
に
よ
る
特
定
資
本
取
引
（
外
国
為
替
令

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
契
約
（
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
契
約
を
含
む
。
）
に

基
づ
く
特
定
資
本
取
引
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ

る
契
約
で
金
銭
の
貸
付
契
約
に
該
当
す
る
も
の
（

一 

居
住
者
に
よ
る
特
定
資
本
取
引
（
外
国
為
替
令

第
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
契
約
に
基
づ
く
特
定

資
本
取
引
及
び
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
契
約
で
金

銭
の
貸
付
契
約
に
該
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
特
定

資
本
取
引
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

者
と
の
間
で
行
う
も
の
（
た
だ
し
、
イ
に
掲
げ
る
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同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
契
約
で
暗
号
資

産
の
貸
付
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に

基
づ
く
特
定
資
本
取
引
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
者
と
の
間
で
行
う
も
の
（
た
だ
し
、

イ
に
掲
げ
る
非
居
住
者
と
の
間
の
当
該
取
引
に
あ

っ
て
は
、
平
成
十
五
年
五
月
二
十
二
日
以
前
に
締

結
さ
れ
た
借
入
契
約
に
該
当
す
る
契
約
に
基
づ
く

債
権
の
変
更
又
は
消
滅
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

イ
・
ロ 

［
略
］ 

二 

居
住
者
に
よ
る
特
定
資
本
取
引
（
外
国
為
替
令

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
（
同

条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同

非
居
住
者
と
の
間
の
当
該
取
引
に
あ
っ
て
は
、
平

成
十
五
年
五
月
二
十
二
日
以
前
に
締
結
さ
れ
た
借

入
契
約
に
該
当
す
る
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
変
更

又
は
消
滅
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

     

イ
・
ロ 

［
略
］ 

二 

居
住
者
に
よ
る
特
定
資
本
取
引
（
外
国
為
替
令
第

十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
に
基
づ
く
特
定
資
本

取
引
及
び
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
契
約
で
金
銭
の
借
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条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
を
含
む
。
）
に

基
づ
く
特
定
資
本
取
引
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ

る
契
約
で
金
銭
の
借
入
契
約
に
該
当
す
る
も
の
（

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
契
約
で
暗
号
資

産
の
借
入
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に

基
づ
く
特
定
資
本
取
引
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次

に
掲
げ
る
者
と
の
間
で
行
う
も
の
。 

イ
～
タ 

［
略
］ 

三 

［
略
］ 

入
契
約
に
該
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
特
定
資
本
取
引

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
と
の
間
で
行

う
も
の
。 

   

  

イ
～
タ 

［
略
］ 

三 

［
略
］ 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
は
注
記
で
あ
る
。 

（
外
国
為
替
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二

十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
特
定
資
本
取
引
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
） 
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第
二
条 

外
国
為
替
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第

二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
特
定
資
本
取
引
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
九

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

一
・
二 

［
略
］ 

三 

居
住
者
に
よ
る
資
本
取
引
の
う
ち
、
対
外
直
接

投
資
（
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
外

直
接
投
資
を
い
い
、
暗
号
資
産
の
貸
付
け
で
あ
っ

て
同
項
に
規
定
す
る
金
銭
の
貸
付
け
に
相
当
す
る

も
の
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

ロ
シ
ア
連
邦
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
に
係
る
も

一
・
二 

［
略
］ 

三 

居
住
者
に
よ
る
資
本
取
引
の
う
ち
、
対
外
直
接
投

資
（
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
外
直
接

投
資
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ロ

シ
ア
連
邦
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
に
係
る
も
の
又

は
ロ
シ
ア
連
邦
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法

人
（
当
該
法
人
の
外
国
（
ロ
シ
ア
連
邦
を
除
く
。
以
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の
又
は
ロ
シ
ア
連
邦
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ

れ
た
法
人
（
当
該
法
人
の
外
国
（
ロ
シ
ア
連
邦
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る

支
店
、
出
張
所
そ
の
他
の
事
業
所
を
含
む
。
）
若

し
く
は
当
該
法
人
に
実
質
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る

法
人
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
に
係

る
も
の 

四 

［
略
］ 

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
支
店
、
出
張

所
そ
の
他
の
事
業
所
を
含
む
。
）
若
し
く
は
当
該
法

人
に
実
質
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
に
よ
り
外
国

に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
に
係
る
も
の 

   

四 

［
略
］ 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
は
注
記
で
あ
る
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
五
月
十
日
）
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
令
和
四
年
五
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 


